
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      　
  

　春の風が吹き、草木に美しい花が咲き、心がワクワクするような躍動を感じます。 
　令和５年度は、１４名の新入児と転入生を迎え、全校児童数１３７名でのスタートとな
りました。 
  丸栖小学校の校訓は、「明るく・正しく・すこやかに」です。子供たちがのびのびと、
生き生きと学校生活を送れるよう、全職員で力を合わせて、さまざまな教育活動に取り組
んでいきたいと思います。 
　５月７日から、新型コロナウイルス感染症が第５類の伝染感染症へ移行となります。マ
スク着用や健康観察カードへの記入等、感染対策にご協力いただきましてありがとうござ
いました。学校におきましては、基礎的な感染対策（人と人との距離の確保・手洗い等の
手指衛生・換気）を実施を継続しながら教育活動を実施いたします。今年度も本校の教育
活動の推進のため、ご支援やご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
  この時期は、寒暖の差が大きく体調を崩しやすいので、睡眠時間を十分にとり、早く規
則正しい生活リズムにもどすようにしましょう。特に４月は環境の変化が大きく、疲れが
出やすくなりますので、健康管理に気をつけていただきますよう、よろしくお願いいたし
ます。      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  紀の川市立丸栖小学校学校便り

 令和５年４月１０日　    NO.１

                   ～令和５年度 職員紹介～ 

 

    校　　長      上野　美幸    学習指導員    酒井尉久子   

    教　　頭      鈴木　克己     養　　護     小西　美帆   

   １年生担任      北浦　優衣     事　　務     宮西　柚帆   

   ２年生担任      松田　友紀      介助員      河内扶三子   

   ３年生担任      辻本　貢樹      介助員      平野　冴花   

   ４年生担任      西本　圭吾      校務員      井沼　千佳   

   ５年生担任      中井　勇策   教員業務支援員    北原　靖之   

   ６年生担任      岩見　紗代    図書館司書    赤松莉枝子   

すこやかA担任　    小川　祐里  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ    渡邉紗也加

　　　  副担任    加藤知予子    外国語専科    中西由季子   

すこやかB担任    秦野　倫行  外国語指導員    舟井真由美   

　　　　副担任 福本　　毅  ICT支援員     原　　浩久

専科担当 武友多佳子  ICT支援員     山口　温子   

   ALT  Amanda Heiges

 

登下校についてのお願い 

 １　登下校は徒歩通学を基本とします。

 ２　車で登下校しなければならない時は、徒歩の児童や車の乗降等の安全に十分気をつけてください。

    道路上での車の乗降は危険ですので、車の乗降は駐車場内でお願いします。、 

３　登下校時のお迎えの車が増加しています。学校北側の道路を通行する車や周辺の駐車場へ出入りする

 　　車の妨げにならないようにしてください。

 ４　ケガ等で特別な事情がある場合は、学校へ申し出てください。

５　８時頃には、登校できるようにしてください。（８時１０分から朝の活動が始まります。 

    ７時３０分に児童玄関を解錠しますので、７時３０分～８時の間に登校しましょう。）

  校訓　 【明るく・正しく・すこやかに】 

 

～「知・徳・体の調和のとれた感性豊かな子供の育成」をめざして～ 

 

○知・・・確かな学力をつける 

　 　 児童一人一人の確かな学力の向上をめざして、主体的・対話的で深い学びの実

　　　現に向けた授業づくりや学習指導に取り組んでいきます。 

○徳・・・豊かな心を育む 

      道徳教育の充実、人権教育の推進、体験活動の充実に取り組んでいきます。 

○体・・・健やかな体をつくる 

      食育や保健指導、体育的行事等をとおして、健康的で安全な生活を送るための 

　　　知識をもち、実践できる子供を育みます。 

　 

　新学期からの学校での新型コロナ感染防対策ついて 
 

学校におきましては、政府の決定や文科省の通知及び県・市の決定に準じて新型コ
ロナ対策を以下のように対応してまいります。 
 

１　学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めません。 

　（マスクを外すことを強制することではありません。マスクの着用の有無は各ご
　　家庭の判断でお願いします。予備のマスクを２・３枚ランドセルにご準備くだ
　　さい。） 

教職員は、市の方針により５月７日まで、マスクを着用します。 
 

２　内科検診・眼科検診・耳鼻科健診等の医師と距離が近い健康診断や校外学習等
　　において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨さ
　　れる場合には、マスクの着用をお願いします。事前に連絡します。 
 

３　健康観察票を使用しません。しかし、登校前には健康観察をお願いします。 
 

４　本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、登校を控えて、
　　医療機関を受診してください。 
 

５　同居家族に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、丁寧にお子様
　 の健康観察をしていただき登校させていただいてかまいませんが、地域で感染拡
   大の傾向が見られた際には、登校を控えていただくこともありますのでご了承く
   ださい。同居家族の新型コロナ陽性が判明した場合は、濃厚接触者となりますの
   で、すぐに自宅待機していただきますようにお願いします。（５月７日まで） 
 

６　「三密の回避」「人と人との距離を確保」「手洗い等の手指衛生」「換気」の感染
　　対策を引き続き行います。 
 


